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　旭川市民文化会館は昭和50年（1975年）の開館から約50年を経
過しており，建物や設備の老朽化が進んでいる状況にあります。
　このため，旭川市教育委員会では，令和４年度に「旭川市民文
化会館の在り方検討会」を開催し，検討会の意見や専門機関から
の評価を踏まえ，「旭川市民文化会館の整備の方向性」を定め，
旭川市民文化会館については，建替えを基本として検討を進める
ことといたしました。
　令和５年度には，学識経験者や利用団体関係者，公募市民など
で構成する「旭川市民文化会館整備基本構想検討会」を開催し，
検討会の意見などを踏まえ，施設の基本理念や機能など施設整備
に当たっての基本的な考え方をまとめた「旭川市民文化会館整備
基本構想（案）」を作成しました。
　つきましては「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」に対す
る意見提出手続（パブリックコメント）を実施いたしますので，
御意見，御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

 令和6年2月20日　～　令和6年3月20日



 

 

  

 意見提出手続  

 

令和６年２月１９日  

 

   市 民 の 皆 様 へ 

 

旭川市教育委員会   

                                                                 教育長  野 﨑 幸 宏 

 

「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」に対する意見等の募集について 

 

旭川市民文化会館は昭和５０年（１９７５年）の開館から約５０年を経過しており，建物や設

備の老朽化が進んでいる状況にあります。 

このため，旭川市教育委員会では，令和４年度に「旭川市民文化会館の在り方検討会」を開催

し，検討会の意見や専門機関からの評価を踏まえ，「旭川市民文化会館の整備の方向性」を定め，

旭川市民文化会館については，建替えを基本として検討を進めることといたしました。 

令和５年度には，学識経験者や利用団体関係者，公募市民などで構成する「旭川市民文化会館

整備基本構想検討会」を開催し，検討会の意見などを踏まえ，施設の基本理念や機能など施設整

備に当たっての基本的な考え方をまとめた「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」を作成しま

した。 

つきましては「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」に対する意見提出手続（パブリックコ

メント）を実施いたしますので，御意見，御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 １  意見募集期間 

 

    令和６年２月２０日（火）～ 令和６年３月２０日（水・祝） 

 

 ２ 意見募集のテーマ 

 

       「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」に対する意見，提言など 

 

 ３ 意見の提出先とお問合せ先 

 

       〒０７０－８５２５ 

     旭川市７条通９丁目 旭川市民文化会館 

         電   話：（０１６６）２５－７３３１ 

 Ｆ Ａ Ｘ：（０１６６）２２－３５２６ 

         電子メール：siminbunka@city.asahikawa.lg.jp 

 

 ４ 意見の提出方法 

 

    別紙，『意見提出手続「意見書」』に，御意見等を記入の上，次により提出してくださ

い（使用できる言語は原則として日本語のみとします。）。 



 

 

(1) 郵送又は持参 

(2) ファクシミリ送信 

(3) 電子メール（Ｅメール）送信 

   ＊ 電子メールで意見を送信する場合，「意見書」の書式は旭川市ホームページの意見提出

手続のページからダウンロードできますので，御活用ください。 

(4) 電子申請 

   ＊ 旭川市ホームページの意見提出手続のページから直接御意見を送信することができま

す。 

(5) その他 

   各支所（東部まちづくりセンターを含む。），各公民館の窓口に設置する『意見書提出

箱』に投函することもできます（各支所は出張所，各公民館は分館を除く。）。 

   ＊ 投函に当たっては，「意見書」を封筒に入れたり，４つ折りの上ホチキス留めするなど，

表から氏名，住所等が見えないようにしてください。 

  ※「意見書」を使用しないときは，御意見等のほか，次の事項を必ず記載してください。 

    (ｱ) 氏名・住所（法人その他の団体にあっては，名称，事務所又は事業所の所在地 

    と代表者の氏名） 

    (ｲ) 意見提出者の区分 ～「意見書」を御覧ください。 

     (ｳ) 意見提出手続の対象施策の案の名称 ～「旭川市民文化会館整備基本構想（案）」と記載し

てください。 

 

 ５ 意見提出手続の結果について 

 

 提出された御意見と御意見に対する市の考え方は，取りまとめを終え次第，公表します。

公表に関する書類は，教育政策課，市政情報コーナー（総合庁舎１階），各支所（東部ま

ちづくりセンターを含む。），各公民館で配布する予定です。 

また，本市ホームページ（https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp）でもお知らせします。 

 

 

 お寄せいただいた御意見は，公表します（氏名・住所等の個人情報は除く。）。 

 



 

＜様式第２号＞ 

 

意見提出手続「意見書」 

 

                                                         年  月  日 

 

（宛先） 旭川市教育委員会 

 

                          住  所  

 

                          氏  名 

 

                          電話番号 （   ）  － 

                       法人その他の団体にあっては，名称，事務所 

                ・事業所の所在地と代表者の氏名 

施策の案の名称 旭川市民文化会館整備基本構想（案） 

 

（意見記入欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
    

【注意事項】 

※ 匿名の意見，本施策と無関係な意見，賛否のみの意見は，回答・公表・計上の対 

象とはいたしません。 

 ※ 個別に要望等がある場合は，意見提出手続とは別に担当課又は広報広聴課にお寄 

せください。 

【意見提出者の区分】 

  １から５までのうち，該当するもの一つを丸で囲み，（ ）内に必要事項を記入 

 してください。 

 

１  市内に住所がある方 

  ２ 市内に事務所・事業所がある個人・法人・その他の団体 

        事務所・事業所の名称 

        所在地 

  ３ 市内にある事務所・事業所に勤務している方 

        勤務先の名称 

        所在地 

  ４ 市内にある学校に在学している方 

        学校の名称 

       所在地 

  ５ 意見提出手続に関する事案に利害関係がある方 

      （利害関係の内容                                                ） 

個別回答の要否 

 

  要 □  不要 □ 

※個別の回答を希望する方は，「要」にチェックを記入してください。 

                                  ＊ 意見記入欄として別紙を添付することができます。 

 

※ 備考 この様式により難い場合は，この様式に準ずる別の様式を用いることができます。 

 



インクルーシブ

広域における位置付けを明確にし，

まちづくりの観点から整備

誰にでも分かりやすく，安心して

快適に利用できる工夫と配慮

旭川市民文化会館整備基本構想（案）（概要版）
旭川市民文化会館の建替えによる整備について，（仮称）新文化ホールの役割や意義をうたうテーマとして「基本理念」を掲げるとともに，

基本理念を達成するために担うべき７つの「基本的な役割」と４つの「施設機能」を設定します。

次世代へつなげる文化交流活動の拠点 ～市民の誇りと愛着を育む道北のランドマーク～

基本理念

施設機能

施設整備における配慮事項（一部抜粋）

基本的な役割

基本構想策定の経緯

○旭川市民文化会館整備基本構想検討会

• 先行事例の施設概要・基本理念に係る情報共有

• 基本理念及び施設の機能等について意見交換

• 敷地に求められる要素について確認・意見交換

【令和5年度（2023年度）】

旭川市民文化会館の課題

〇耐震性能の不足

管理棟建物，ホール等の吊り天井が現行建築基準に不適合

〇建物の老朽化

建物全体の老朽化が著しい，ホールの遮音性が低い

〇設備の老朽化

各種設備が耐用年数を大幅に超過し故障リスクが高い

〇ユニバーサルデザイン

バリアフリー面の措置が不十分

〇運用面の課題

平日など比較的利用が少ない時期の利用の掘り起こしが必要

料金設定や予約受付方法など，施設の運用面の取扱いも考慮

基本計画の策定に向けて

⚫ 基本計画の策定に当たり，

本基本構想を検討のガイドラインとします。

⚫ 基本理念や役割に基づき，機能ごとのニーズを把握，

必要な諸室を精査した上で，諸室の面積，設備のほか，

配置や動線など多岐にわたり検討を深めていきます。

旭川市民文化会館の概要

しゅん工：昭和49年（1974年）12月16日

開館 ：昭和50年（1975年）2月2日

敷地面積：11,441㎡ 建築面積：6,102㎡ 延床面積：12,035㎡

諸室構成：大ホール（1,546席・車椅子席2席，楽屋4室）

小ホール（318席，楽屋3室）

展示室（598.47㎡） リハーサル室（135.16㎡）

会議室（6室） 和室（96.71㎡：舞台含む）

日常利用 多機能連携 まちづくり

シンボル アクセシビリティ コストパフォーマンス

目的がなくても施設を訪れる

日常利用を重視
公共施設の役割や意義を

十分に検討

道北の中心都市としての

旭川らしい施設

誰もが気軽に無理なく

使いこなせる施設
費用対効果を最大限に発揮できる

マネジメント

鑑賞

• 多様な演目に対応し，音響設備

は演奏家やパフォーマーが望む

ような性能を目指す

• 市民が日常的に施設を訪れ，気

軽に文化芸術を鑑賞できる施設

活動

• 市民が誇りを持ち，幅広く

活動できる施設

• 誰もが自由な活動を展開し，

自分の居場所と感じられる

施設

交流

• コンベンション機能を備え，

まちの活性化に資する施設

• ふらっと立ち寄れる親しみ

やすいスペースを設け，

人々の交流を促す

発信

• 次世代の子供たちや市民に

文化交流活動に関する知識や経験

を伝える発信拠点

• ホームページやＳＮＳなどを活用

した情報発信やアウトリーチ活動

敷地に求められる要素について

○旭川市民文化会館の在り方検討会

• 今後の目指すべき方向性，整備に向けた考え方など
施設の在り方等について意見集約
→ 「建替えの方が望ましい」との意見が多くを占め，

大規模改修について積極的な意見はなかった

【令和4年度（2022年度）】

旭川市民文化会館の整備の方向性
建替えに向けた検討を推進

○専門機関による評価

• 当面の間，現施設を使用できるよう改修を行い，現代の
仕様に合った新施設の建替えを検討するのが妥当

「旭川市民文化会館整備基本構想」策定

⚫ 今後策定する基本計画においては，

施設整備計画（ゾーニング，諸室の配置等），

立地計画（配置・アプローチ等）を検討する

ことになるため，

基本計画策定の早い時期には

建設地を決める必要があります。

⚫ 敷地に求められる要素

① 敷地の安全性

② 搬入経路の確保

③ 駐車場の確保

④ 公共交通の確保

⑤ 広域的なゾーニング

〇ホール

・優れた音響性能

・コンベンション対応可能な多目的ホール

・多彩なジャンルのイベントに対応可能

・ユニバーサルデザイン

・メインホール以外のホールも整備

・ホールの規模は公会堂の扱いも含めて

基本計画で検討

〇活動室

・適切な室数と機能を備え，

多様な活動に対応できる

フレキシブルな機能を検討

・コンベンションにも対応

できるよう，諸室の構成

や配置を工夫

・ギャラリー機能を設けるなど，

気軽に立ち寄れる空間

・催しがないときも訪問を促す

学習や飲食可能なスペース

・十分な広さを確保し，他機能

や諸室との連携も考慮

〇共用スペース〇ギャラリー

・グループ展示会や企業展示など

多様な展示内容へ柔軟に対応

・動線や準備室を含めた搬出入時

の使い勝手の良さにも配慮

・他の機能や諸室との連携により，

気軽に鑑賞できる空間
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